
介護保険利用（1割負担の場合） 2024.6.1現在

20分以上 30分以上 20分以上

30分未満 1時間未満 45分未満

介護保険利用（1割負担の場合） 2024.6.1現在

加算単位

200単位/月

100単位/回

所定単位数の
100分の10に
相当する単位

数

但し、利用者の容態の急変など緊急かつやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

◎キャンセル料

※1単位は10.42円となります（地域区分6級地）

※加算は変更になる可能性があります。

※介護職員等処遇改善加算Ⅰ（介護保険の総単位数の1000分の245に相当する単位数）

　または介護職員等処遇改善加算Ⅱ（介護保険の総単位数の1000分の224に相当する単位数）

約260円
利用料金

通院時等乗降介助

初回加算 初回利用時及び休止後の利用再開時など

約320円

身体介護 約350円 約560円 ー ー

生活援助

定められた基準に適合し、届け出を行った事業所が指定訪
問介護を行った場合（要介護1～5の方）

岩倉一期一会ホームヘルプサービス　利用料金表（概算）
（要介護度別にそれぞれのご利用料金目安を掲載しております。1回単位、1カ月単位の違いにご留意ください。）

【要介護ご契約者】

◎基本ご利用料金（１回当たり）

サービスに要する時間 45分以上

ー ー

利用予定日の前営業日の午後5時30分までに申し出があった場合

利用予定日の前営業日の午後5時30分までに申し出なかった場合

無料

1,500円

約140円/片道

加算項目 内容

※それぞれのサービスについて、平常の時間帯(午前8時30分～午後5時30分)の料金です。

※上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定されたサービス内容を行うために標
準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系により計算されます。

◎加算項目

緊急時訪問介護加算
要介護1～5の方に対し、訪問介護計画書にプランがなく、
24時間以内に身体介護を行った場合

特定事業所加算Ⅱ



介護保険利用（1割負担の場合） 2024.6.1現在

介護保険利用（1割負担の場合） 2024.4.1現在

◎キャンセル料

但し、利用者の容態の急変など緊急かつやむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。

※1単位は10.42円となります（地域区分6級地）

訪問型サービス費（Ⅲ） 約3,360円 １週に２回程度を超える利用

訪問型サービス費（Ⅰ） 約1,060円 １週に１回程度の利用

訪問型サービス費（Ⅱ） 約2,120円 １週に２回程度の利用

※加算は変更になる可能性があります。

１週に２回程度を超える利用

※月の途中で要介護から要支援、又は要支援から要介護に変更になった場合については、日割り計算となります。

※介護職員等処遇改善加算Ⅰ（介護保険の総単位数の1000分の245に相当する単位数）

　または介護職員等処遇改善加算Ⅱ（介護保険の総単位数の1000分の224に相当する単位数）

利用予定日の前営業日の午後5時30分までに申し出があった場合 無料

利用予定日の前営業日の午後5時30分までに申し出なかった場合 1,500円

岩倉一期一会ホームヘルプサービス（総合事業）　利用料金表（概算）

【介護予防訪問介護相当サービスご契約者】
◎基本ご利用料金（１カ月当たり）

介護予防訪問介護相当
サービス費(Ⅰ) 約1,530円 １週に１回程度の利用

【訪問型サービスＡご契約者】

介護予防訪問介護相当
サービス費(Ⅰ) 約3,050円 １週に２回程度の利用

介護予防訪問介護相当
サービス費(Ⅰ) 約4,840円


